
令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人
　
大
　
分
　
県

編
集
　
元
屋
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令

和

六

年

四
月
三
十
日

第
五
〇
五
号

（　火　曜　日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

○
告
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
　
　

告
　
　
　
　
　
示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
（
二
件
）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
の
登
録
（
三
件
）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
・・・・・・・・・・・・
三

　
　
　
　
　
　

　
公
　
　
　
　
　
告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
五

一
般
競
争
入
札
の
実
施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
六

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名 

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
六
・

　

四
・
一
五

映　

画
あ
っ
ぱ
れ
ヒ
ー
ル
ズ　

び
っ
く
び
く
除
霊

棒

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

　
　

〃

〃

隠
密
濡
物
帳　

熟
れ
ご
ろ
嫁
さ
が
し

オ
ー
ピ
ー
映
画

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

駅
館
川
土
地
改
良
区
連
合

宇
佐
市

令
六
・　

四
・
一
八

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

宇
佐
土
地
改
良
区

宇
佐
市

令
六
・　

四
・
一
八

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所



令
和
六
年
四
月
三
十
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
金
吉
字
立
石
一
五
九
三
番
・
一
五
九
六
番
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

　

す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
九
十
六
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
松
岡
林
業

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
千
五
百
四
十
一
番
地
の
四

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　

１　

種
穂　

採
取
、
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社
松
岡
林
業

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
千
五
百
四
十
一
番
地
の
四

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
九
十
七
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

衞
藤　

和
敏

　
　

日
田
市
大
字
有
田
字
六
郎
屋
三
〇
四
四
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



令
和
六
年
四
月
三
十
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
太
田
二
千
六
百
三
十
九
番
地

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　

１　

種
穂　

採
取
、
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
所
在
地

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
太
田
二
千
六
百
三
十
九
番
地

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
九
十
八
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

田
坂　

恭
一

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
七
百
十
一
番
地
の
三

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　

１　

種
穂　

採
取
、
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

田
玖
木

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
大
隈
七
百
十
一
番
地
の
三

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

廣                                                

　

一　

指
定
病
院
中                                                   

「
医
療
法
人
社
団
淵
野
会
緑
ヶ
丘                         

　

保
養
園　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
丹
生
一
七
四
七
―
四
」
を

「
医
療
法
人
社
団
淵
野
会
緑
ヶ
丘

　

保
養
園　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
丹
生
一
七
四
七
」
に
、

「
大

分

記

念

病

院　
　

〃　

大
字
羽
屋
三
八
七
―
一
」
を

「
大

分

記

念

病

院　
　

〃　

羽
屋
四
丁
目
二
―
八
」
に
、

「
医
療
法
人
社
団
三
杏
会
仁
医
会

　

病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
古
国
府
七
八
一
―
三
」
を

「
医
療
法
人
社
団
三
杏
会
仁
医
会

　

病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

古
国
府
六
丁
目
二
―
四
七
」
に
、

「
医
療
法
人
哲
世
会
鶴
見
台
病
院　
　

〃　

大
字
鶴
見
四
〇
七
五

　

大
分
県
厚
生
連
鶴
見
病
院　
　

〃　

大
字
鶴
見
四
三
三
三
」
を

「
医
療
法
人
哲
世
会
鶴
見
台
病
院　
　

〃　

大
字
鶴
見
四
〇
七
五
―
四
」
に
、

「
自

衛

隊

別

府

病

院　
　

〃　

大
字
別
府
三
〇
八
八
―
二
四
」
を

「
大
分
県
厚
生
連
鶴
見
病
院　
　

〃　

緑
丘
町
一
二
―
一
」
に
、

「
医
療
法
人
愛
幸
会
原
病
院　
　

〃　

三
本
松
二
丁
目
六
―
一
六

　

聖

陵

岩

里

病

院　
　

〃　

大
字
高
瀬
一
六
―
一
八　

」
を

「
医
療
法
人
愛
幸
会
原
病
院　
　

〃　

三
本
松
二
丁
目
六
―
一
六
」
に
、

「
長

門

記

念

病

院　
　

〃　

大
字
鶴
望
二
〇
一
四
」
を

「
長

門

記

念

病

院　
　

〃　

鶴
岡
町
一
丁
目
一
一
―
五
九
」
に
改
め
る
。

　

二　

指
定
介
護
老
人
保
健
施
設
中 

「
老
人
保
健
施
設
い
で
ゆ
の
園　

別
府
市
大
字
北
石
垣
八
四
六
―
二
」
を

「
医
療
法
人
別
府
玄
々
堂
老
人
保

　

健
施
設
い
で
ゆ
の
園　
　
　
　
　

別
府
市
大
字
北
石
垣
深
町
八
四
六
―
二
」
に
改
め
る
。

　

四　

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
や
の
里　
　

〃　

羽
屋
九
」
を

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
や
の
里　
　

〃　

羽
屋
四
丁
目
三
―
二
六
」
に
、

「
グ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
古
国
府　
　

〃　

大
字
古
国
府
八
四
四
」
を

「
グ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
古
国
府　
　

〃　

古
国
府
四
丁
目
一
―
六
」
に
、



令
和
六
年
四
月
三
十
日

四

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

「
リ
バ
ー
サ
イ
ド
桃
花
苑
シ
ョ
ー

　

ト
ス
テ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
ユ
ニ
ッ　
　

〃　

大
字
曲
三
二
〇　

を

　

ト
型
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
リ
バ
ー
サ
イ
ド
桃
花
苑
シ
ョ
ー

　

ト
ス
テ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
ユ
ニ
ッ　
　

〃　

大
字
曲
三
二
〇

　

ト
型
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住

　

宅
す
く
す
く
・
い
き
い
き
村　
　
　

〃　

緑
が
丘
五
丁
目
二
三
―
一
」

「
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園　
　

〃　

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九

　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

宅
す
く
す
く
・
い
き
い
き
村　
　
　

〃　

大
字
横
瀬
三
一
六
七　
　
　

」

「
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園　
　

〃　

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九
」
に
、

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
友
和
苑　
　

〃　

亀
川
東
町
八
―
二
〇
」
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
友
和
苑　
　

〃　

亀
川
東
町
八
―
二
〇

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
亀
川
和
幸
苑　
　

〃　

亀
川
東
町
一
一
―
一
」
に
、

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ま
ご
こ
ろ　
　

〃　

竹
の
内
四
―
一

　

別
府
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
泰
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

園　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
鶴
見
一
〇
六
八
」

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ま
ご
こ
ろ　
　

〃　

竹
の
内
四
―
一
」
に
、

「
社
会
福
祉
法
人
シ
ル
バ
ー
ホ
ー

　

ム
は
る
か
ぜ　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
鶴
見
四
一
三
六
―
二
」
を

「
社
会
福
祉
法
人
シ
ル
バ
ー
ホ
ー

　

ム
は
る
か
ぜ　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
鶴
見
四
一
三
六
―
二

　

別
府
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
泰
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

園　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

大
字
鶴
見
字
中
山
田
一
〇
六
八
―
一
」

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
燈
園　
　

〃　

大
字
南
立
石
三
四
七
」
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
燈
園　
　

〃　

大
字
南
立
石
三
七
一
」
に
、

「
一
般
財
団
法
人
愛
の
里
愛
の
里

　

サ
ン
ヴ
ィ
ラ　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

山
の
手
町
一
七
―
一  　
　

を

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
亀
川
和
幸
苑　
　

〃　

亀
川
東
町
一
八
九
四
―
一
」

「
一
般
財
団
法
人
愛
の
里
愛
の
里

　

サ
ン
ヴ
ィ
ラ　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

山
の
手
町
一
七
―
一
」
に
、

○
公
　
　
　
　
　
告

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
杵
築
市
土

地
改
良
区
（
杵
築
市
）
か
ら
、
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

（
就
任
役
員
）

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
柴
土
地

改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

高　

橋　

庫　

喜

杵
築
市
大
字
溝
井
八
八
〇
番
地

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

加　

藤　

俊　

範

豊
後
大
野
市
千
歳
町
高
畑
九
三
二
番
地

〃

柴　

山　

夏　

美
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
三
九
二
番
地

〃

小
田
部　
　
　

博
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
七
九
九
番
地

〃

後　

藤　

光　

明
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
九
八
二
番
地

〃

尾　

石　

正　

忠
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
二
五
九
番
地

監　

事

後　

藤　

幸　

一
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
四
二
七
番
地

〃

石　

川　

幸　

紀
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
六
三
五
番
地

〃

神　

田　

カ
ヨ
子
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
四
四
四
番
地
一 

「
ケ

ア

ハ

ウ

ス

光　
　

〃　

大
字
四
日
市
四
四
四
二
」
を

「
ケ

ア

ハ

ウ

ス

光　
　

〃　

大
字
四
日
市
四
四
四
二
―
一
」
に
改
め
る
。



令
和
六
年
四
月
三
十
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

県
立
学
校
複
写
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
業
務

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復

　
　
　

権
を
得
な
い
者

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

　
　
　

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

　
　
　

る
者

　
　

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

　
　
　

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

　
　
　

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

　
　
　

し
て
い
な
い
者

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

　
　
　

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

　
　
　

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

　
　
　

全
部
又
は
一
部
を
継
承
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

　
　
　

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

　
　
　

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈢　

経
営
規
模

　
　
　

⑴　

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

⑵　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

　
　
　

う
。
）

　
　

㈤　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
○
│
八
五
○
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
│
五
○
六
│
二
九
六
五

　

３　

申
請
の
時
期　

　
　
　

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請

　
　

を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

柴　

山　

幸　

博

豊
後
大
野
市
千
歳
町
柴
山
三
七
四
番
地
一

〃

後　

藤　

義　

弘
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
一
〇
七
〇
番
地

〃

足　

立　

照　

典
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
四
三
七
番
地
一

〃

加　

藤　

三　

男
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
七
〇
九
番
地

〃

石　

川　

孝　

義
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
四
八
四
番
地

監　

事

小
田
部　
　
　

等
　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
七
九
四
番
地

〃

柴　

山　

ゆ
か
り
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
八
二
一
番
地

〃

益　

永　

孝　

則
　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
七
四
六
番
地 

　

（
就
任
役
員
）



令
和
六
年
四
月
三
十
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
六
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

　
　

格
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2022.htm

l

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

　
　

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競

　
　

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す　
　
　

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
（
資
格
の
変
更
届
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実

　
　
　

を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

　
　

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
　

　
令

和
６

年
４

月
30日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

知
事

　
　

佐
　

　
　

藤
　

　
　

樹
　

一
　

郎
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

⑴
　

調
達

を
す

る
特

定
役

務
の

種
類

　
　

　
　

県
立

学
校

複
写

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

業
務

　
⑵

　
履

行
場

所
　

　
　

大
分

県
が

指
定

す
る

場
所

　
⑶

　
契

約
期

間

　
　

　
令

和
６

年
９

月
１

日
か

ら
令

和
11年

８
月

31日
ま

で
（

60
か

月
）

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

２
　

競
争

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

次
に

掲
げ

る
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

に
限

り
入

札
参

加
を

認
め

る
。

　
⑴

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
調

達
、

売
払

い
及

び
役

務
の

提
供

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
　

　
に

必
要

な
資

格
を

取
得

し
た

者
（

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
受

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

　
　

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
一

部
を

改
正

す
る

告
示

（
令

和
４

年
大

分
県

告
示

第
　

　
519

号
）

附
則

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
入

札
参

加
資

格
を

取
得

し
た

と
み

な
さ

れ
る

者
を

含
む

。）
で

　
　

あ
る

こ
と

。
　

⑵
　

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

　
　

こ
と

。
　

⑶
　

こ
の

公
告

の
日

か
ら

開
札

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
調

達
、

売
払

い
及

　
　

び
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

な
い

者
　

　
で

あ
る

こ
と

。
　

⑷
　

自
己

又
は

自
己

の
役

員
等

が
、

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

及
び

次
に

掲
げ

る
者

　
　

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。
　

　
　

な
お

、
資

格
要

件
確

認
の

た
め

、
大

分
県

警
察

本
部

に
照

会
す

る
場

合
が

あ
る

。
　

　
ア

　
暴

力
団

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
77号

）
　

　
　

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
　

　
イ

　
暴

力
団

員
（

同
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
　

　
ウ

　
暴

力
団

員
が

役
員

と
な

っ
て

い
る

事
業

者
　

　
エ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

を
雇

用
し

、
又

は
使

用
し

て
い

る
者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約
　

　
　

等
を

締
結

し
て

い
る

者
　

　
カ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

に
経

済
上

の
利

益
又

は
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者
　

　
キ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

と
社

会
通

念
上

ふ
さ

わ
し

く
な

い
交

際
を

有
す

る
な

ど
社

会
的

に
非

難
さ

　
　

　
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者
　

⑸
　

納
入

し
よ

う
と

す
る

物
品

の
機

能
等

証
明

書
を

令
和

６
年

５
月

24日
（

金
）

午
後

５
時

15分
ま

で
に

　
　

４
の

部
局

に
提

出
し

、
審

査
を

受
け

、
本

入
札

へ
の

参
加

に
つ

い
て

、
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

る
こ

と
。

３
　

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

者
の

手
続

　
　

競
争

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
、

次
に

掲
げ

る
時

期
及

び
場

所
に

提
出

す



令
和
六
年
四
月
三
十
日

七

大
分
県
報
（
公
告
）

　
る

こ
と

。
　

⑴
　

申
請

の
時

期
　

　
　

令
和

６
年

４
月

30日
（

火
）

か
ら

同
年

５
月

14日
（

火
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

　
　

く
。

）
の

午
前

８
時

30分
か

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

　
　

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入
　

　
札

に
間

に
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑵
　

申
請

書
類

の
入

手
方

法
　

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
申

請
書

類
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
、

又
は

⑶
に

て
交

付
を

受
け

る
こ

と
。

　
　

　
Ｕ

Ｒ
Ｌ

　
https://w

w
w

.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2022.htm
l

　
⑶

　
申

請
書

類
の

提
出

先
　

　
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
物

品
調

達
班

　
　

　
〒

870
－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

電
話

　
097

－
506

－
2965

４
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
教

育
庁

教
育

デ
ジ

タ
ル

改
革

室
　

　
〒

870
－

8503　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号
　

大
分

県
庁

舎
別

館
７

階
　

　
電

話
  097

－
506

－
5441

　
　

FA
X

　
097

－
506

－
1831

　
　

M
A

IL　
a31070@

pref.oita.lg.jp
５

　
契

約
条

項
を

示
す

場
所

及
び

日
時

　
⑴

　
場

所
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/site/kyoiku/hukusya2024.h

　
　

　
　

　
tm

l
　

⑵
　

日
時

　
令

和
６

年
４

月
30日

（
火

）
か

ら
同

年
５

月
17日

（
金

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

　
　

　
　

　
日

を
除

く
。

）
の

午
前

８
時

30分
か

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

６
　

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

日
時

　
　

５
に

同
じ

。
７

　
入

札
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語
　

⑵
　

通
　

　
貨

　
日

本
国

通
貨

８
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

日
時

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
庁

舎
本

館
５

階
　

51会
議

室
　

　
　

　
　

　
　

　
〒

870
－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
⑵

　
提

出
日

時
　

令
和

６
年

６
月

10日
（

月
）

午
前

10時
30分

　
　

　
　

　
　

　
　

た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

同
月

7
日

（
金

）
午

後
５

時
必

着
で

４
の

部
局

ま
で

提
出

す
　

　
　

　
　

　
　

る
こ

と
。

９
　

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
庁

舎
本

館
５

階
　

51会
議

室
　

　
　

　
　

　
　

　
〒

870
－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

６
年

６
月

10日
（

月
）

午
前

10時
30分

　
⑶

　
再

度
入

札
　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
場

所
で

再
度

入
　

　
　

　
　

　
　

札
を

行
う

。
た

だ
し

、
郵

送
に

よ
る

入
札

を
含

む
場

合
は

別
に

定
め

る
場

所
及

び
日

時
に

　
　

　
　

　
　

　
お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

10　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

20条
第

３
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
免

　
除

と
す

る
。

11　
契

約
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

契
約

金
額

（
年

額
）

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
⑴

又
は

　
⑵

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

契
約

保
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

免
除

さ
れ

る
。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

　
過

去
２

年
間

に
国

（
独

立
行

政
法

人
通

則
法

（
平

成
11年

法
律

第
103号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

　
　

す
る

独
立

行
政

法
人

及
び

国
立

大
学

法
人

法
（

平
成

15年
法

律
第

112号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

　
　

る
国

立
大

学
法

人
を

含
む

。
）

又
は

地
方

公
共

団
体

（
地

方
独

立
行

政
法

人
法

（
平

成
15年

法
律

第
11

　
　

8号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
独

立
行

政
法

人
を

含
む

。
）

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

　
　

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

に
わ

た
っ

て
締

結
す

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
を

全
て

誠
実

に
履

行
し

た
こ

と
　

　
を

証
す

る
書

面
を

提
出

し
た

と
き

（
そ

の
者

が
、

将
来

契
約

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

　
　

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
に

限
る

。
）

。
12　

入
札

の
無

効
　

　
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
27条

に
規

定
す

る
事

項
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
　

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑴
　

金
額

の
記

載
が

な
い

も
の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。
　

⑷
　

入
札

書
に

入
札

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
記

名
が

な
く

、
入

札
者

が
判

明
で

き
な

い
と

き
。



令
和
六
年
四
月
三
十
日

八

大
分
県
報
（
公
告
）

13　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項
　

　
　

設
定

し
な

い
。

14　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

範
囲

内
で

最
低

価
格

を
も

っ
て

入
札

を
行

っ
た

者
　

　
を

落
札

者
と

す
る

。
　

　
　

な
お

、
モ

ノ
ク

ロ
等

の
区

分
ご

と
に

最
低

の
価

格
を

入
札

し
た

者
が

異
な

る
場

合
は

、
区

分
ご

と
の

　
　

入
札

価
格

に
１

年
間

の
複

写
等

総
見

込
回

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
の

総
額

で
最

も
低

廉
な

者
を

落
札

者
　

　
と

す
る

。
　

⑵
　

落
札

と
な

る
べ

き
同

価
の

入
札

を
し

た
者

が
２

者
以

上
あ

る
と

き
は

、
直

ち
に

、
当

該
入

札
者

に
く

　
　

じ
を

引
か

せ
て

落
札

者
を

決
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

入
札

者
の

う
ち

く
じ

を
引

か
な

い
　

　
者

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員
に

く
じ

を
引

か
せ

る
も

の
と

す
る

。
　

⑶
　

落
札

し
な

い
場

合
は

、
再

度
入

札
を

２
回

ま
で

行
う

。
　

⑷
　

３
回

の
入

札
で

落
札

者
が

い
な

い
場

合
、

地
方

自
治

法
施

行
令

の
規

定
に

基
づ

き
、

随
意

契
約

に
移

　
　

行
す

る
。

15　
そ

の
他

　
⑴

　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

　
　

る
。

　
⑵

　
こ

の
入

札
に

係
る

契
約

は
、

地
方

自
治

法
第

234
条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
と

す
る

。
こ

　
　

の
契

約
を

締
結

し
た

翌
年

度
以

降
に

お
い

て
、

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
　

　
あ

っ
た

場
合

は
、

こ
の

契
約

を
解

除
す

る
。

　
⑶

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

16   Sum
m

ary
　

⑴
　

T
he nam

e of contract m
atter 

　
　

　
Provision of Copying Services for Prefectural Schools

　
⑵

　
T

im
e lim

it for tender
　

　
　

10:30 a.m
., June 10, 2024

　
⑶

　
Contact point for the notice

　
　

　
O

ita Prefectural Board of Education Education D
igital Reform

 O
ffi

ce
　

　
　

O
ita prefectural governm

ent building annex 7F,3
－

10
－

1, Funaichou, O
ita City  

　
　

　
870

－
8503 Japan T

el 097
－

506
－

5441


